
 
 

７ 建 築 第 5 4 0 号  
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令和７年３月 24 日 

 

各建築関係団体 代表者 様 

 

京都府建設交通部建築指導課長 

京都府建設交通部住宅課長 

 

 

処分通知書への押印見直しについて 

 

 

令和６年 12 月 27 日付けで建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年国土交

通省令第 111 号。以下「国規則」という。）が公布（令和７年４月１日施行）され、処分通知

に係る別記様式の押印欄を廃止する措置が行われました。 

上記国規則を踏まえ、本府におきましても、下記「２ 対応」のとおり処分通知書への押印

を見直しすることとしますので通知します。 

つきましては、貴会会員への周知に御協力をいただきますようよろしくお願いします。 
 

 

                                      記 

 

 

１ 国規則の施行に伴い押印欄が廃止となる別記様式 

  【別紙】のとおり 

 

 

２ 対応 

・国規則に基づき、押印欄が廃止された処分通知に係る別記様式については、押印を行わ

ないこととする。 

・また、偽造防止措置として、各処分通知書については、偽造防止用紙に印刷し、契印を押

印の上、発行することとする。 

・なお、京都府の独自書式である建基法施行条例認定に係る通知書については、建基法許

認可通知書等の押印廃止時に併せて見直しを検討することとする。 

 

 

３ 適用 

令和７年４月１日以降に交付する処分通知書について適用 

 

 

 
建築指導課 建築基準係 
TEL 075-414-5348 
住宅課 計画係 
TEL 075-414-5361 



 
 

【別紙】 

（別紙）押印を不要とする様式の一覧 

①建築基準法施行規則 
・  

様式番号 内容 
５ 確認済証（建築主事等→建築主（国の機関の長等以外）） 
５-２ 期間延長通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等以外）） 
６ 適合しない旨の通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等以外）） 
７ 適合不決定通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等以外）） 
15 確認済証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
15-２ 適合しない旨の通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
15-３ 適合不決定通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
17 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等以外）） 
18 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→指定確認検査機関） 
18-４ 適合判定通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-５ 適合しない旨の通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-６ 期間延長通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-７ 適合不決定通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-８ 適合判定通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-９ 適合しない旨の通知書 

（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-10 期間延長通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
18-11 適合不決定通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
20-２ 検査済証を交付できない旨の通知書（検査実施者→建築主（国の機関の長等以外）） 
21 検査済証（検査実施者→建築主（国の機関の長等以外）） 
22 完了検査引受証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
23-２ 検査済証を交付できない旨の通知書 

（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
24 検査済証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
27 中間検査合格証を交付できない旨の通知書 

（検査実施者→建築主（国の機関の長等以外）） 
28 中間検査合格証（検査実施者→建築主（国の機関の長等以外）） 
29 中間検査引受証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
30-２ 中間検査合格証を交付できない旨の通知書 

（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
31 中間検査合格証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
35 仮使用認定通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等以外）） 
35-２ 仮使用認定通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等以外）） 
35-３ 仮使用認定通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等以外）） 
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・  

35-５ 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等以外）） 
36 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→指定確認検査機関） 
42-３ 確認済証（建築主事等→建築主（国の機関の長等）） 
42-３-２ 確認済証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-４ 期間延長通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等）） 
42-５ 適合しない旨の通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等）） 
42-６ 適合不決定通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等）） 
42-６-２ 適合しない旨の通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-６-３ 適合不決定通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-６-５ 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等）） 
42-６-６ 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→指定確認検査機関） 
42-12-４ 適合判定通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-５ 適合しない旨の通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-６ 期間延長通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-７ 適合不決定通知書（都道府県知事→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-８ 適合判定通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-９ 適合しない旨の通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-10 期間延長通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-12-11 適合不決定通知書（指定構造計算適合性判定機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-14-２ 完了検査引受証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-15 検査済証を交付できない旨の通知書（検査実施者→建築主（国の機関の長等）） 
42-15-２ 検査済証を交付できない旨の通知書 

（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-16 検査済証（検査実施者→建築主（国の機関の長等）） 
42-16-２ 検査済証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-17-２ 中間検査引受証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-18 中間検査合格証を交付できない旨の通知書 

（検査実施者→建築主（国の機関の長等）） 
42-18-２ 中間検査合格証を交付できない旨の通知書 

（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-19 中間検査合格証（検査実施者→建築主（国の機関の長等）） 
42-19-２ 中間検査合格証（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-22 仮使用認定通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等）） 
42-23 仮使用認定通知書（建築主事等→建築主（国の機関の長等）） 
42-23-２ 仮使用認定通知書（指定確認検査機関→建築主（国の機関の長等）） 
42-23-４ 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→建築主（国の機関の長等）） 
42-23-５ 適合しないと認める旨の通知書（特定行政庁→指定確認検査機関） 
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②品確法施行規則 
・  

様式番号 内容 
６ 設計住宅性能評価書を交付できない旨の通知書（登録住宅性能評価機関→申請者） 
10 建設住宅性能評価の検査報告書（登録住宅性能評価機関→申請者） 
11 建設住宅性能評価書を交付できない旨の通知書（登録住宅性能評価機関→申請者） 
11 の４ 長期使用構造等である旨の確認書（登録住宅性能評価機関→申請者） 
11 の５ 長期使用構造等でない旨の確認書（登録住宅性能評価機関→申請者） 
38 住宅型式性能認定書（登録住宅型式性能認定等機関→申請者） 
39 住宅型式性能認定をしない旨の通知書（登録住宅型式性能認定等機関→申請者） 
41 型式住宅部分等製造者認証書（登録住宅型式性能認定等機関→申請者） 
42 型式住宅部分等製造者認証をしない旨の通知書 

（登録住宅型式性能認定等機関→申請者） 
60 特別評価方法認定書（国土交通大臣→申請者） 
61 特別評価方法認定をしない旨の通知書（国土交通大臣→申請者） 
63 特別評価方法に関する試験の結果の証明書（登録試験機関→申請者） 

 
③長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 

・  

様式番号 内容 
２ 認定通知書（所管行政庁→申請者） 
４ 変更認定通知書（所管行政庁→申請者） 
８ 承認通知書（所管行政庁→申請者） 
10 許可通知書（特定行政庁→申請者） 
11 許可しない旨の通知書（特定行政庁→申請者） 

 
④都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 

・  

様式番号 内容 
６ 低炭素建築物新築等計画認定通知書（所管行政庁→申請者） 
８ 低炭素建築物新築等計画変更認定通知書（所管行政庁→申請者） 

 
⑤建築物省エネ法施行規則 

※脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を

改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令（令和６年国土交通省令第 68 

号）による改正後（令和７年４月１日施行）の様式番号。 

様式番号 内容 
３ 適合判定通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長以外）） 
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４ 適合しない旨の通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長以外）） 
５ 期間延長通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長以外）） 
６ 適合不決定通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長以外）） 
７ 適合判定通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長以外）） 
８ 適合しない旨の通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長以外）） 
９ 期間延長通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長以外）） 
10 適合不決定通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長以外）） 
13 適合判定通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長）） 
14 適合しない旨の通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長）） 
15 期間延長通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長）） 
16 適合不決定通知書（所管行政庁→建築主（国等の機関の長）） 
17 適合判定通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長）） 
18 適合しない旨の通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長）） 
19 期間延長通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長）） 
20 適合不決定通知書 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関→建築主（国等の機関の長）） 
23 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定書（国土交通大臣→申請者） 
24 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定をしない旨の通知書（国土交通大臣→ 

申請者） 

26 特殊構造等の評価書（登録建築物エネルギー消費性能評価機関→申請者） 
28 建築物エネルギー消費性能向上計画認定書（所管行政庁→申請者） 
30 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書（所管行政庁→申請者） 

 


